
◆ 【解説】「 『対話的な学び』を具現する授業デザイン例 」について
 

  

相双教育事務所では域内の学校における授業改善を推進するために、「対話的な学び」に焦点を当て、授業

展開の一例などを示した「『対話的な学び』を具現する授業デザイン例」を作成しました。授業デザイン例で

は、対話的な学びを引き出す教師の仕掛けや、対話を通して学びが深まるような授業の具体的な流れなどを

紹介しています。 
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「対話的な学び」を充実させていくためにも、

教師の仕掛けが重要になります。「POINT 01」で

は、本時において教師がどのような意図で仕掛け

るのか（魅力的な教材・課題の設定、対話を活性

化させるファシリテーションなど）について解説

しています。 

令和６年度版については、「授業者の

視点（「解説『深い学び』を具現する授

業デザイン例」を参照）」を踏まえて、

授業デザイン例を作成しています。 

令和７年度版については、「授業改善

グランドデザイン（福島県教育委員会）」

に掲載されている「『感じて動き出す』

学びへ」の「課題克服に向けた授業改善

３つのポイント」である「１ 学び出す」

「２ 学び合う」「３ 学びとる」を踏ま

えて、授業デザイン例を作成していま

す。３つのポイントの詳細は、「令和８

年度相双教育アピール（授業づくり

編）」、または「『学びの変革』授業デ

ザイン（福島県教育委員会）」をご覧く

ださい。 

「POINT 03」では「対話的な学び」を通して、集団や個人の学

びがどのように深まっていったのかについて記載しています。 

「POINT 02」においては、授

業での児童生徒の対話的な学び

の様子を、「対話形式」にて記載

しています。 

 教師の働きかけは、以下の視

点から考えられています。 

・思考を広げたり深めたりす 

るための問い返し 

・問いや思い、願い、必要感を 

引き出すための発問 

・児童生徒の言動を見取る際の 

心構え 


